
J-PlatPat での案件状態の確認の仕方 

調整課審査企画室 

 

J-PlatPatにおいて国内書面や出願審査請求書の内容を閲覧することができる状態であれ

ば、方式審査において何らかの処分がされた状態であり、手続却下の処分等が届いていない

場合は、正しく方式審査が完了したものということができます。したがって、書類が閲覧可

能な状態であり、出願審査請求書が却下されていなければ、審査官が着手可能な状態である

ことを判別できます。 

ただし、最終的な確認は、審査企画室にお問い合わせいただくか、オンライン閲覧請求（有

料）により確認してください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

特許庁 審査第一部 調整課 審査企画室 

電話：03-3581-1101（内線 3103） 

メール：PA2260@jpo.go.jp 

 

以下に、J-PlatPat における書類の内容を閲覧する方法を示します。 

 

１．まず、J-PlatPat のページを開き、「特許･実用新案番号照会／OPD」を選択します。 

 

 

  

「特許・実用新案」にカーソルを

合わせ、「特許･実用新案番号照

会」を選択します。 



２．番号種別が「特許出願番号」である欄に、出願番号を入力し、照会ボタンをクリックし

ます。 

 

 

 

 

３．検索結果一覧画面の「経過情報」を押下します。 

 

  

出願番号を入力します。 

出願番号を入力します。 

Click! 

Click! 



４．経過情報照会のページにおける審査記録として、国内書面や出願審査請求書等が表示さ

れます。 

 

 

５．書類が閲覧可能な状態であれば、出願審査請求書をクリックしますと、内容が別ウィン

ドウにて表示されます。 

 

書類名をクリックすると、別ウィ

ンドウにて内容が表示されます。 


